
手数料なし

無料

ふるさと応援納税®電子クーポンの利用イメージ

運営会社から７％（税込）の還元あり!!

左のQRコードから、各規約をお読みになり、
裏面の加盟店申請書をFAXでお送りください。

加盟店を募集中！！

支払いの”その場で”申し込める
ふるさと納税！
店舗に設置された寄附申込用のQRコード
から、スマートフォンでふるさと納税を
申し込みます。

簡単操作で初回の手続きは
最短５分！
初回はユーザー登録を含めて最短５分で
手続き。自治体への寄附の支払いは主要
クレジットカード全てに対応。

返礼品は”その場”でもらえる
電子クーポン
申し込み完了後、すぐに電子クーポンが
届きます。届いた電子クーポンは”その場の”
お支払いで使えます。

1 2 3

日光市
　ふるさと応援納税®電子クーポン

日光市 ふるさと応援納税®は、宿泊や飲食などの
体験・サービスを返礼品にできる現地型のふるさと納税です。

9:30 -18:00

お問合先
お申込先 株式会社 DMCaizu

〒 969-3102  福島県猪苗代町葉山7105

［ふるさと応援納税®電子クーポン運営団体］ 050-3355-8693TEL

ele_support@dmc-aizu.co.jpMAIL

03-5293-6500FAX
日光市 ふるさと応援納税®
電子クーポン  ホームページ



 日光市ふるさと応援納税電子クーポン 加盟店登録申請書 
次の事項を誓約し、以下のとおり加盟店登録を申請します。   
１.  日光市ふるさと応援納税電子クーポン加盟店規約の遵守 ２.  日光市ふるさと応援納税クーポン利用者規約の確認 

本申請について、インターネットからの申込みも受付しております。パソコンまたはスマートフォンからお申し込みください。  QR 

西暦20   年  月  日 

事業者名 代表者氏名 

住 所  
（本社住所） 

〒    ー 

HP掲載名  
（加盟店名） 

電話番号等 電話： 
メール： 担当者氏名 

加盟店  
所在地 

〒   ー 

業種 
（該当するものを 
一つお選び 
ください。） 

○ 

宿泊施設  宿泊代金を支払うタイミング（ チェックアウト時 ・ チェックイン時 ） 
      （レジ数：   台）（部屋数：    部屋）（テーブル数：   卓） 
        売店の有無※1（  有  ・  無  ）  館内有料サービスの有無※2（ 有  詳細：     ・ 無 ） 
〇 県内のみで宿泊施設を運営するもの。 
〇 県内のみでなく他の都道府県で宿泊施設を複数運営するもの。電子クーポンの利用金額が1人1泊5万円までに利用額が制限されます。 

○ 飲食店   （レジ数：  台）（テーブル数：   卓） 

○ レジャー施設 （レジ数：  台） 売店の有無※1（ 有 ・ 無 ）  

○ その他［業種名をご記入ください：          （レジ数：  台）］ 

クーポン使用不可の施設・商品 
記入例）施設内の売店のみ不可 

換金指定口座 

ご 記 入 い た だ く 
金融機関名等は 
換金の際の振込 
先となりますので、 
正確にご記入くだ 
さい。 

金融機関名 
（ゆうちょ銀行除く） 

銀行・金庫・組合 支店 

金融機関コード 支店コード 

預金種目 普通預金  ・  当座預金 口座番号 

  ゆうちょ銀行の支店コードについて：『記号』の左から 2桁目と3 桁目の数字に、8をつけて数字を記入ください。 
    〃   口座番号について：口座番号が7桁の場合、下1桁を1に変える。また、6桁の番号を左詰めで記入ください。 

（フリガナ） 

口座名義 

■申請いただいた情報は、 日光市ふるさと応援納税電子クーポン事業の実施にのみ使用させていただきます。  
■申請いただいた情報は、加盟店としてチラシ・ホームページ等で公表させていただきます。  
■加盟店登録は、「日光市ふるさと応援納税電子クーポン加盟店規約」「日光市ふるさと応援納税クーポン利用者規約」をご確認のうえ、申請願います。 

お申込先  FAX  03-5293-6500 運営団体 株式会社 DMCaizu 

適格請求書発行事業者登録について 

該当するものを 
一つお選び 
ください。 

○ 
適格請求書発行事業者登録を行っている事業者である。 下記に登録番号（Ｔ＋１３桁）を記入してください 

T 
○ 適格請求書発行事業者登録を行っている事業者ではない。  

※1 施設内に売店が存在し、当クーポンのご利用を予定されている場合は「有」を選択してください。 売店で扱われている商品につきまして、地産品ではないものは当クーポンをご利用いただけま
せんのでご注意ください。 ※2 館内有料サービスが存在し、当クーポンのご利用を予定されている場合は「有」を選択し、そのサービス詳細をご記入ください。例：日帰り温泉など 

①ご入力いただいた適格請求書発行事業者登録番号につきましては、 弊社にて登録状況を確認し本登録致します。②適格請求書発行事業者に登録済で無い場合は、利用促進協力金として 
お支払いしておりますクーポン取り扱い手数料につきまして 、クーポン取り扱い手数料本体のみのお振込となりますので 、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。適格請求書発行事業者に 
登録済の場合は、従来通り、手数料本体に消費税を合算してお振込致します。③適格請求書発行事業者への登録申請中の加盟店舗様につきましては、登録が完了次第、弊社システムにご登 
録ください。 弊社にて登録状況を確認し本登録後、手数料本体に消費税を合算してお振込する方法へ変更致します。 尚、当該お振込み方法の変更は、適格請求書発行事業者の登録年月日 
に遡らず、当社システムへの登録完了年月日を基準として行いますので予めご了承下さい。 


